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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

１. 住生活基本計画について



＜災害の激甚化＞

新たな住生活基本計画の概要 （令和３年３月19日閣議決定）

住 生 活 を め ぐ る 現 状 と 課 題

住生活基本法
平成18年6月施行 【計画期間】 令和３年度～令和12年度

住生活基本計画（全国計画）
【計画期間】 平成28年度～37年度

おおむね5年毎に
見直し

新たな住生活基本計画（全国計画）

＜高齢者世帯数の推移＞ ＜住宅ストックの現状＞

○世帯の状況

○気候変動問題

○住宅ストック

○多様な住まい方
新しい住まい方

○新技術の活用
DXの進展等

○災害と住まい

・子育て世帯は減少。高齢者世帯は増加しているが、今後は緩やかな増加となる見込み。
・生活保護世帯や住宅扶助世帯も増加傾向。

・IPCCから「2050年前後に世界のCO2排出量が正味ゼロであることが必要」との報告が公表。
・「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現」を宣言し、対策が急務。

・旧耐震基準や省エネ基準未達成の住宅ストックが多い。既存住宅流通は横ばいで推移。
・居住目的のない空き家が増加を続ける中で、周辺に悪影響を及ぼす管理不全の空き家も増加。

・働き方改革やコロナ禍を契機として、新しいライフスタイルや多様な住まい方への関心が高まる。
・テレワーク等を活用した地方居住・二地域居住などを実践する動きが本格化。

・５Gの整備や社会経済のDXが進展し、新しいサービスの提供や技術開発が進む。
・住宅分野でも、コロナ禍を契機に、遠隔・非接触の顧客対応やデジタル化等、DXが急速に進展。

・近年、自然災害が頻発・激甚化。あらゆる関係者の協働による流域治水の推進等の取組が進む。

※出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（平成30年推計）及び
総務省「平成27年国勢調査」をもとに、国土交通省作成

※出典：住宅・土地統計調査（平成30年）、
建築物省エネ法に基づく届出データや国土交通省が実施したアンケート結果等をもとに国土交通省作成 長野県長野市穂保（令和元年東日本台風）
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○住生活をめぐる現状と課題に対応するため、「３つの視点」から「８つの目標」を設定し、施策を総合的に推進

① 「社会環境の変化」
の視点

目標１ 「新たな日常」、DXの推進等
目標２ 安全な住宅・住宅地の形成等

② 「居住者・コミュニティ」
の視点

目標３ 子どもを産み育てやすい住まい
目標４ 高齢者等が安心して暮らせるコミュニティ等
目標５ セーフティネット機能の整備

③ 「住宅ストック・産業」
の視点

目標６ 住宅循環システムの構築等
目標７ 空き家の管理・除却・利活用
目標８ 住生活産業の発展

新たな住生活基本計画
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（１）ライフスタイルに合わせた柔軟な住替えを可能とする既存住宅流通の活性化
（基本的な施策）
○ 基礎的な性能等が確保された既存住宅の情報が購入者に分かりやすく提示される仕組みの改善を行って購入物件の安心感を高める
○ これらの性能が確保された既存住宅、紛争処理等の体制が確保された住宅、履歴等の整備された既存住宅等を重視して、既存住宅取得を推進
○ 既存住宅に関する瑕疵保険の充実や紛争処理体制の拡充等により、購入後の安心感を高めるための環境整備を推進

（２）長寿命化に向けた適切な維持管理・修繕、老朽化マンションの再生の円滑化
（基本的な施策）
○ 長期優良住宅の維持保全計画の実施など、住宅の計画的な点検・修繕及び履歴情報の保存を推進
○ 耐震性・省エネ性能・バリアフリー性能等を向上させるリフォームや建替えによる、良質な住宅ストックへの更新
○ マンションの適正管理や老朽化に関する基準の策定等により、マンション管理の適正化や長寿命化、再生の円滑化を推進

4

目標6 脱炭素社会に向けた住宅循環システムの構築と良質な住宅ストックの形成①

③ 「住宅ストック・産業」の視点

（成果指標）既存住宅流通及びリフォームの市場規模 12兆円（H30）→ 14兆円（R12）
住宅性能に関する情報が明示された住宅の既存住宅流通に占める割合 15％（R1）→ 50％（R12）

＜住宅紛争処理制度のイメージ＞ ＜マンションの適切な管理と再生＞＜長期優良住宅の認定実績＞

※１ 居住世帯のあるストック総数約5,400万戸（H30住宅土地統計調査）に占める割合
※２ 新築住宅着工全体に占める割合
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（３）世代をこえて既存住宅として取引されうるストックの形成

（基本的な施策）
○2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、
・長寿命でライフサイクルCO2排出量が少ない長期優良住宅、ZEHストックを拡充
・ライフサイクルでCO2排出量をマイナスにするLCCM住宅の評価と普及を推進
・住宅の省エネ基準の義務づけや省エネルギー性能表示に関する規制など更なる規制の強化

○炭素貯蔵効果の高い木造住宅等の普及や、CLT等を活用した中高層住宅等の木造化等により、まちにおける炭素の貯蔵の促進
○住宅事業者の省エネ性能向上に係る取組状況の情報を集約し、消費者等に分かりやすく公表する仕組みの構築

（成果指標）住宅ストックのエネルギー消費量の削減率（平成25年度比）※ ３％（H30）→ 18％（R12）
※ 2050年カーボンニュートラルの実現目標からのバックキャスティングの考え方に基づき、規制措置の強化やZEHの普及拡大、既存ストック対策の充実等に関するロードマップを策定
※ 地球温暖化対策計画及びエネルギー基本計画の見直しにあわせて、上記目標を見直すとともに、住宅ストックにおける省エネルギー基準適合割合及びZEHの供給割合の目標を追加

（成果指標）認定長期優良住宅のストック数 113万戸（R1）→ 約250万戸（R12）

＜ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の概要＞

＜住宅ストックの断熱性能の状況＞

※統計データ、事業者アンケート等により推計（2018年）
※現行基準は、建築物省エネ法のH28省エネ基準（エネルギー消費性能

基準）の断熱基準をさす（省エネ法のH11省エネ基準及びH25省エネ
基準（建築主等の判断基準）の断熱基準と同等の断熱性能）

（平成30年度）

＜中高層住宅の木造化＞

CLTを用いた共同住宅
（東京都江東区）

＜最終エネルギー消費量のシェア（2019）＞

23.3% 14.0% 16.4% 46.3%

30.4%

運輸
部門

家庭
部門

業務
部門

産業
部門
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

２. 建築基準の合理化について



施行年 構造関係規定 防火関係規定
昭和62年 ・ 燃えしろ設計による大断面木造建築物を可能に。

平成５年 ・ 防火地域･準防火地域外※で木造３階建て共
同住宅を可能に。

（※平成12年以降は準防火地域も可能に）

平成12年 ・ 木造による耐火構造を可能に。
平成27年 ・ 木造３階建て学校等を可能に。
平成28年 ・ CLＴを用いた建築物の一般的な設計法等

を策定。（５層５プライ等）
・ 柱脚と基礎・土台をそれぞれ「だぼ」や「ほぞ」
で継ぐ接合方法を追加。（H28、H29）

平成30年 ・ CLTの基準強度について、より薄い３層３プ
ライ等の強度を追加。

平成31年／
令和元年

・ CLTの基準強度について、JASの樹種群や等
級区分に応じて、より高い強度を追加。

（H30.12.12公布 H31.3.12施行）

・ 中層の木造建築物を「あらわし」で設計することを
可能に。（H30.6.27公布、R1.6.25施行）

※ 特定の仕様(例：４階建て事務所)以外は大臣認定の取得が必要。

令和２年 ※ 林野庁との連携の下、CLTの基準強度に
ついて、幅広い層構成に応じた強度の追加を
検討。

・ 大臣認定によらず、「あらわし」で設計することが
可能となる検証法を追加。

（R2.2.26公布・施行）

○ 建築材料・部材の試験結果や、実大火災実験・実大振動台実験等により得られた科学的知見等に
基づき、技術的に避難安全性や構造安全性等が確認できたものについて、順次、合理化を図っている。

ＣＬＴ等木造関係の建築基準合理化の経緯

CLTを利用した建築物の実大振動台実験
３×３

５×５

木造３階建学校の実大火災実験
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建築物全体の性能を総合的に評価する
ことにより、耐火構造以外を可能に

規模に応じた主要構造部規制の合理化 【法第21条関係】 （Ｒ元．６．２５施行）

全ての壁・柱等が耐火構造

○通常より厚い木材による
壁・柱等
・火災時も、燃え残り部分で構
造耐力を維持できる厚さを確
保（燃えしろ設計）

改
正
前

高さ13m以下かつ軒高9m以下

高さ16m以下かつ３階以下
①規制対象としない木造建築物の範囲の拡大

○消火の措置の円滑化のための設計
・延焼範囲を限定する防火の壁等の設置
・階段の付室（一定のスペース）の確保 など

石膏ボード等で
防火被覆した木造の壁

＋

延焼防止上有効な空地が確保されている場合

各部分の高さ≦空地の境界線までの距離であること

平
成
平
成
３
０
年

法
改
正
後

例えば、４階建ての事務所を燃えしろ設計で可能とする基準を整備
（75分間準耐火構造＋一定の区画ごとにスプリンクラーを設置等）

改
正
前

○ 大規模な木造建築物等については、火災の際の倒壊等による周囲への危害を防止するため、原則として耐火建築物と
することを求める体系を改め、規制対象を見直すとともに、通常の火災が消火の措置により終了するまでの間、建築物
の倒壊及び延焼を防止するため、主要構造部に一定の性能（非損傷性・遮熱性・遮炎性）を要求する仕組みに移行。

②中・高層木造建築物における主要構造部の規制

平
成
平
成
３
０
年

法
改
正
後

高さ１３ｍ超又は軒高９ｍ超

高さ１６ｍ超又は４階建て以上

高さ規定等
を合理化

新たに木造化が
しやすい設計法を

導入

8

平成３０年建築基準法改正関係



○ 住宅性能表示制度の評価基準の見直し

・耐震、耐風及び劣化対策の評価基準に、CLTパネル工法を追加（告示）

○ 長期優良住宅制度の認定基準の見直し

・上記評価基準の見直しに併せて、CLTによる住宅の認定基準を整備（告示）

CLT建築物に関する基準の整備に関する取組

9

■住宅性能表示制度の評価基準の改正（ＣＬＴ用に長期優良住宅の認定基準を整備）

R３年度中に以下の見直しを実施予定。

■建築基準法に基づく基準の合理化

○ 比較的容易な構造計算が適用される中層CLT建築物の範囲を拡大

以下の合理化に向けて検討中。

○より厚みのあるCLTの基準強度を設定

CLT（7層7プライ）

・構造計算に用いるCLTの基準強度の追加（７層７プライ）を検討（告示）

・ルート２構造計算の適用範囲の拡大（3階建→6階建程度）を検討（告示）



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

３. 令和４年度概算要求について



サステナブル建築物等先導事業（木造先導型） 【継続】 令和４年度要求額 ：
環境・ストック活用推進事業88.0億円の内数
（令和３年度予算額：74.9億円の内数）

木造化に係る住宅・建築物のリーディングプロジェクトを広く民間等から提案を募り、支援を行うことにより、
総合的な観点からサステナブルな社会の形成を図る。

下記の要件を満たす木造建築物
（公募し、有識者委員会により選定）

【調査設計費】
先導的な木造化に関する費用の１／２以下。

① 構造・防火面で先導的な設計・施工技術の導入されるもの
② 使用する材料や工法の工夫により整備コストを低減させるなどの、

木材利用に関する建築生産システムについて先導性を有するもの
③ 主要構造部に木材を一定以上使用するもの
④ 建築基準法上特段の措置を要する一定規模以上のもの
⑤ 先導的な技術について、内容を検証し公表するもの
⑥ 建築物及びその情報が、竣工後に多数の者の目に触れると認められるもの
※特に普及性に優れたプロジェクトを優先採択する｢普及促進枠｣を設定（令和2年度～）

民間事業者、地方公共団体等
● 補助対象事業者

● 対象プロジェクト

【建設工事費】
木造化による掛増し費用の１／２以下。
（ただし算出が困難な場合は建設工事費の15％）

● 補助額

（１）多様な用途の先導的木造建築物への支援

先導的な設計・施工技術が導入される実用的で多様な用途の木造
建築物等の整備に対し、国が費用の一部を支援。

（２）実験棟整備への支援と性能の検証

【調査設計費及び建設工事費】
定額 （上限30百万円）

● 補助対象事業者

● 対象プロジェクト

● 補助額
民間事業者、地方公共団体等

CLT（直交集成板）パネル CLT工法による実験棟

① 木材利用に関する建築生産システム等の先導性を有す
るもの

② 国の制度基準に関する実験・検証を行うもの
③ 公的主体と共同または協力を得た研究の実施
④ 実験・検証の内容の公表
⑤ 実験・検証の一般公開等による普及啓発等

ＣＬＴ等新たな木質建築材料を用いた工法
等について、建築実証と居住性等の実験を担う
実験棟の整備費用の一部を支援。

※ 補助額の上限は原則合計５億円

下記の要件を満たす木造の実験棟
（公募し、有識者委員会により選定）

木質耐火部材を用いた大規模庁舎

CLTを用いた10階建て共同住宅

《実績》 合計104件 （H22～26年度までの前身事業の実績を含む。取下げ分を除く）

うち、CLTを活用した建築物 44件
《実績》 合計104件 （H22～26年度までの前身事業の実績を含む。取下げ分を除く）

うち、CLTを活用した建築物 44件 11



■採択プロジェクト（イメージ）
No. プロジェクト名称 建築物の

用途 階数 CLT
活用

延床
面積 建設地 提案者

（建築主等）
竣工時期

（当初予定）

１ 木でつくるマンションプロ
ジェクト 共同住宅 5 3,747㎡ 東京都

稲城市
三井ホーム
株式会社

2021年
9月

2 ジューテック本社ビル新
築工事 事務所 8 4,989㎡ 東京都

港区
株式会社
ジューテック

2022年
12月

3 (仮称)道玄坂一丁目
計画

事務所、
店舗 13 1,407㎡ 東京都

渋谷区
東急不動産
株式会社

2022年
9月

4 (仮称)兜町85プロジェ
クト

事務所、
店舗 10 ○ 889㎡ 東京都

中央区
平和不動産
株式会社

2021年
12月

5 東洋木のまちプロジェクト
（高層棟）

共同住宅、
事務所、

店舗
15 ○ 2,876㎡ 千葉県

鎌ケ谷市
株式会社

東洋ハウジング
2022年
10月

6
大崎市鳴子総合支所
庁舎等複合施設建設
事業

庁舎、
公民館 2 ○ 1,745㎡ 宮城県

大崎市
宮城県
大崎市

2021年
7月

7
製材多層パネルを用い
た
アトリエ実験棟

実験棟 1 119㎡ 秋田県
美郷町

有限会社
もるくす建築社

2021年
2月

8 大子町新庁舎建設事
業 庁舎 2 4,230㎡ 茨城県

大子町
茨城県
大子町

2022年
3月

9 （仮称）恵比寿西1 
丁目計画

事務所、
店舗 9 515㎡ 東京都

渋谷区
サッポロ不動産
開発株式会社

2022年
4月

10 奈義町立こども園建設
工事

認定こども
園 1 ○ 2,760㎡ 岡山県

奈義町
岡山県
奈義町

2023年
10月

11 ST-PJ 工場 3 ○ 20,534㎡ 埼玉県
本庄市

沖電気工業
株式会社

2022年
3月

12 特別養護老人ホーム
朝老園 改築工事

特養老人
ホーム 2 4,786㎡ 福岡県

福岡市
社会福祉法人

朝老園
2023年

1月

サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）採択状況 （令和２年度採択）
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優良木造建築物整備推進事業 【新規】

現状・課題

○木材は森林が吸収した炭素を貯蔵するとともに、製造時等のエネルギー消費が比較的少
ないとされる資材。住宅・建築物を木造で建築することにより、炭素の長期にわたる貯蔵
等が可能。

〇非住宅建築物及び中高層住宅については、近年CLT等の建築物の木造化に関する技術開発
や建築基準の合理化が進んでいるが、実例は少ない。2050カーボンニュートラルの実現
に向け、これら非住宅建築物等への木材の利用の促進を図ることが課題。

新築建築物に占める木造建築物の割合

■補助事業者：民間事業者等
■補助対象費用
・建築物の調査設計計画費のうち木造化に係る費用
・建設工事費のうち木造化による掛かり増し費用

■補助率：1/2

事業概要

カーボンニュートラルの実現に向け、炭素貯蔵効果が期待できる木造の中高層住宅・非住宅建築物について、優良
なプロジェクトを支援し、普及促進する。

■補助要件
次の①～⑤を満たすもの。
①主要構造部に木材を一定以上使用する木造の建築物（木
造と他の構造との併用を含む）
②耐火構造又は準耐火構造とすることが求められるもの
③不特定の者の利用又は特定多数の者の利用に供するもの

④多数の利用者等に対する木造建築物の普及啓発に関する
取組がなされるもの
⑤省エネ基準に適合するもの（公的主体が事業者の場合は、
ZEH・ZEBの要件を満たすもの）

劇場、病院、ホテル、共同住宅、学校、児童福祉施設、美術館、百貨店、
商業施設、展示場、事務所等

＜補助対象となる建築物イメージ＞

中層の木造の建築物（事務所）のイメージ

令和４年度概算要求：350億円の内数
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木造住宅の担い手である大工技能者の減少・高齢化が進む中、木造住宅及び都市部における非住宅や中高層
の木造建築物（都市木造建築物）の生産体制の整備を図るため、民間団体等が行う大工技能者等の確保・育成
の取組や、拡大余地のある都市木造建築物を担う設計者の育成・サポート等の取組に対する支援を行う。

民間団体等が複数年計画に基づき実施する、大工技能者等の確保・育成の取組を支援。

都市木造建築物の設計の円滑化に資する環境を整備する取組及び都市木造建築物を
担う設計者を育成・サポートする取組を支援。

（１）大工技能者等の担い手確保・育成事業

（２）都市木造建築物設計支援事業

【事業内容】
①団体主導型
大工技能者等に関係する民間団体等が全国的に実施する大工技能者等の
確保・育成の取組に対する支援を行う。

②地域連携型
地域における複数の大工技能者関係機関が連携して実施する大工技能者等
の確保・育成の取組に対する支援を行う。

【補助対象】 大工技能者等の確保・育成の取組に要する費用

【事業内容】
①都市木造建築物設計支援情報の集約一元化
都市木造建築物の設計に資する技術情報を集約・整理し、設計者へ一元的に提供する情報インフラ
（ポータルサイト）の整備に対する支援を行う。

②都市木造建築物設計者の育成
都市木造建築物の設計に関する講習及び具体の設計に対する技術サポートに対する支援を行う。

【補助対象】 ①情報インフラ（ポータルサイト）の整備に要する費用
②設計に関する講習及び具体の設計に対する技術サポートに要する費用

【補助事業者】 民間事業者等 【補 助 率】 定額 【事 業 期 間】 令和２年度～令和４年度

各団体・地域にとって最適な＜確保・育成＞のスキームを構築し、各団体・地域での持続的な取組へと
繋げていくことで、将来にわたり大工技能者の能力を発揮できる木造住宅生産体制の整備を図る。

大工技能者等に関係する団体・協
議会（中央組織）

特定の地域における複数の大工
技能者等関係団体・機関によるグ
ループ

大
工
技
能
者
の
減
少

高
齢
化
に
歯
止
め

団体主導型

地域連携型

全国の新築建築物の木造化の状況

（R1年度｢建築着工統計｣）

木造住宅・都市木造建築物における生産体制整備事業 【継続】

令和４年度要求額：５億円
（令和３年度予算額：５億円）
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CLT関連の担い手育成に係る取組事例（R３年度）

■ＣＬＴを担う大工技能者の育成に係る
取組事例

■中大規模木造建築ポータルサイトの充実
○ 簡便なCLT建築物の設計マニュアル、参考となる
標準的な図面等の情報を新たに掲載

○ 設計者、施工者、ＣＬＴ製造者等の情報を充実

設計技術情報

担い手・サプライチェーン情報

講習会情報

設計者、施工者、ＣＬＴ製造・加工
企業等のリストを集約

中大規模木造建築に関連する
テキスト等を集約、分類・整理

補助金・表彰制度

中大規模木造建築に関
する講習会の情報を集約

補助金や表彰制度
の情報を集約

ＣＬＴ建築
事例集2020

CLT設計施工マ
ニュアル
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